
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９仙第４８号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２１年４月４日（土） １２時２２分ごろ 

発生場所 青森県小泊岬西方沖 小泊岬北灯台から真方位２７０°５５０ｍ付近 

（概位 北緯４１°０８.３′ 東経１４０°１４.９′） 

事故等調査の経過  平成２１年４月２２日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート NOBU
ノ ブ

、５トン未満（長さ３.２３ｍ） 

 ２００－１８３５１青森、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗船し、青森県中泊町下前漁港を発し、船外機

を適宜使用しながら遊漁中、船外機のプロペラに釣り糸が絡まったので釣

り糸を外すため船外機を停止した。その後釣り場を移動しようとして、船

外機を始動しようとしたがかかりが悪く、チョークノブを引いて何度も始

動を試みたところ、平成２１年４月４日１２時２２分ごろ、船外機が動か

なくなった。 

 その結果、地元の漁船にえい
．．

航されて、１４時０５分下前漁港に入港し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 約３m/s、視程 約１０㎞ 

海象：波高 約１ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船の船外機が動かなくなったものと考えられ

る。 

 本船は、遊漁中、船外機を始動しようとして、チ

ョークノブを何度も引いたため、シリンダに供給さ

れる混合気の燃料油比率が過度となり、船外機が始

動不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が小泊西方沖において漂泊中、船外機を始動す

る際、始動方法を適切に行わなかったため、船外機が始動不能となったこ

とにより発生したものと考えられる。 

 




